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（ Ｆ Ａ Ｘ 公 文 ） 

 

板橋区税務相談員募集について 

 

時下、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、当支部では板橋区との契約に基づいて、区の税務相談コーナーに相談員を派遣し

ております。つきましては、下記の要領により来年度の担当者を募集いたします。 

ご希望の会員は、来る３月２日（月）までに支部事務局あてにお申し込み下さい（午後・

夜間のご希望の別も）。現在ご担当の会員も改めてお申し込み下さい。 

なお、応募者多数の場合は担当役員にて選考させていただきますので、あらかじめご了

承下さい。 

記 

 

１． 実施日時 

 

曜日 
情報処理センター 

（毎週､夜間は第１週のみ） 

月 １３：００～１６：００ 

水 
１３：００～１６：００ 

    １７：００～１９：００（夜間） 

  注１：該当日が祝日の場合は、翌日に振り替えて実施します。振替日も祝日にあたる

場合は実施いたしません。 

  注２：夜間相談日が祝日に当たる場合は、第２水曜日とします。 

 

２．担当期間   令和８年４月 ～ 令和９年３月 

 

３．募集人員   合計８名を募集し、原則として月１～２回の担当になります。 

と 担 当    

                    

４．委 託 料  １回あたり   １４，３００円 （交通費・税込、３か月ごとに支払） 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

希望者はＦＡＸ（3961-9217）又はメール（shibu@itazei.jp）にてご応募下さい。 

締め切り ３月２日（月） 

希望曜日 月・水（午後・夜間） 

   会員名（           ） 


